
魚津市公告第３号 

 

一般競争入札を施行するので、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の６

及び魚津市契約規則（平成 29 年魚津市規則第４号）第４条の規定により、次のとおり公

告する。 

 

令和５年２月９日 

魚津市長  村椿  晃   

 

件 名  救助工作車売却に係る一般競争入札 

 

詳細は、別添「救助工作車売却に係る一般競争入札実施要項」のとおり 

 

 

 

 

 

本公告に関する問い合わせ先は以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒937-8555 富山県魚津市釈迦堂一丁目10番1号 

魚津市総務部財政課 管財・契約検査係 

TEL (0765)23-1088   FAX(0765)23-1051 

E-Mail：zaisei@city.uozu.lg.jp 



 

  

 

 

  

  

 

  

  

救助工作車売却に係る 

一般競争入札実施要項 

（入札説明書） 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

   

   申 込・ 

入 札 期 間         令和５年２月９日（木）～ 

            令和５年２月 27日（月） 

 

開 札 日    令和５年２月 28日（火） 

   

  

  

  

魚津市総務部財政課  



1 

 

救助工作車売却に係る一般競争入札の概要 

①入札の公告 

・魚津市ホームページにて公告 

・実施要項の配付 

・魚津市財政課で配付 

・市のホームページからもダウンロード可 

 

 

②入札（郵便入札・持参も可） 

・入札参加申込書（兼受付書）、誓約書、住民票、商

業・法人登記簿謄本等を提出 

・郵送の場合は簡易書留 

・令和５年２月 27日（月）午後３時必着 

 

 

 

③開札、落札者決定 

・開札し落札者を決定 

 

 

 

 

 

④契約締結 

・落札者は市と落札決定の日から７日以内に契約締結 

 

 

 

 

➄売買代金の支払い 

・契約締結後、指定する期日までに支払い 

・代金完納後、物件の引き渡し 

 

⑥所有権移転 

・引渡しに関する費用や登録費用は落札者負担 

令和５年２月９日（木） 

入札の公告 

同日 

実施要項の配付開始 

 

令和５年２月９日（木） 

～令和５年２月 27日（月） 

午後３時 

申込・入札受付期間 
（土日祝日除く） 

 

 
（土日祝日除く） 令和５年２月 28日（火） 

午前 10時 

開札、落札者決定 

 

売買代金の支払い 

所有権移転 

令和５年３月上旬（予定） 

契約締結 
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救助工作車売却に係る一般競争入札実施要項 

 

１ 入札に付する物件 

 

物件 名称等 登録 排気量 走行距離 車検有効期間 予定価格 

救助工作車 日野 

PB-GX7JGFA

改 

H17.9.26 6.40L 24,739㎞ R5.9.25 550,000円 
※消費税及び

地方消費税相

当額を含めた

額 

  ※施設内の移動等のため、走行距離は増加することがあります。 

   

２ 入札に参加する資格 

入札には、個人、法人問わず参加できる。ただし、次に掲げる者は入札に参加すること

ができない。 

（１）当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者（未成年者、成年被後見人、被

保佐人、被補助人）及び破産者で復権を得ていない者 

（２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第２項各号のいずれか

に該当する者で、その事実があった後２年を経過しない者 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条

第２号から第４号まで及び第６号の規定に該当する者若しくはその関係者 

（４）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11年法律第 147号）

第５条による観察処分を受ける団体及びその構成員もしくはその関係者 

（５）入札参加者の住所地又は法人の所在地において市町村税目に滞納のある者 

なお、入札参加者の資格要件は、関係機関などへ照会し確認する場合があります。 

    

３ 入札参加申込み及び入札書の提出について 

 （１）入札参加希望者は、次の書類を添付し、入札を行うこと。 

    ・入札参加申込書（兼受付書） 

    ・誓約書 

    ・公的機関が発行する証明書の写し（直近３ヶ月以内のもの） 

     ・個人の場合（住民票、運転免許証、保険証、パスポート等） 

     ・法人の場合（登記事項全部証明書） 

・住所(所在地)のある自治体の納税証明書又はその写し（直近 3ヶ月以内のも

の）※令和４年度の市町村税全税目 

 （２）入札書の提出は所定の入札書及び封筒による郵送または持参とする。 

    ・入札書は内封筒に入れること。 

    ・電子メールやＦＡＸ等による入札は認めない。 

    ・入札の回数は１回とする。 

（３）申込み及び入札期間 

    令和５年２月９日（木）午前９時から 

    令和５年２月 27日（月）午後３時まで ※土日祝日を除く 

    なお、郵送の場合は期間内必着とし、簡易書留によること。 

 （４）提出場所 

    魚津市役所 総務部財政課管財・契約検査係 
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４ 契約条項を示す場所及び期間 

 （１）場所 富山県魚津市釈迦堂 1丁目 10番 1号 魚津市役所総務部財政課 

       魚津市役所ホームページ 

 （２）時間 令和５年２月９日（木）午前９時 から 

       令和５年２月 24日（金）午後５時 まで（土日祭日を除く。） 

 

５ 入札説明書を交付する場所及び期間 

  ４の（１）及び（２）に同じ 

 

６ 売却物件の公開の場所及び期間 

 （１）日時 令和５年２月９日（木） 午前９時から 

       令和５年２月 24日（金） 午後４時まで ※土日祝日を除く 

    見学又は説明を希望する場合は、事前に予約すること。 

    ・予約、問合せ先 0765-23-1088 魚津市役所財政課 

    ・参加の義務はないが、入札参加者は現品を確認したものとする。 

    ・見学又は説明の際に試乗や試運転はできない。 

 （２）場所 魚津消防署 魚津市本江 3197-1 

 

７ 入札保証金に関する事項 

  免除とする。 

 

８ 入札における注意事項 

 （１）入札金額は、消費税及び地方消費税相当額を含めた金額を記入すること。 

（２）入札金額は、右詰めの算用数字で表示し、頭部に「￥」または「金」を記入する

こと。 

 （３）リサイクル料金は入札金額に含めないこと。 

 （４）金額を訂正した入札書は無効とする。 

 （５）提出された入札書の差し替えまたは取り消しは認めない。 

 （６）予定価格未満の入札は無効とする。 

（７）本公告に示した入札参加資格のない者及び入札参加資格の確認について、虚偽の

申請を行った者のした入札は無効とする。 

 

９ 開札の日時及び場所 

   令和５年２月 28日（火）午前 10時から 魚津市役所本庁舎３階第６会議室 

    ※必ずしも開札に立ち会いを要するものではありません。 

    ※開札に立ち会いを希望される方はあらかじめご連絡ください。 

 

10 落札者の決定方法 

   入札期間終了後、開札を行い有効な入札を行った者のうち、入札価格が予定価格 

（最低落札価格）以上でかつ最高の価格で入札した者を落札者とする。ただし、当該

最高の価格をもって入札した者が２人以上ある時は、くじ引きにより落札者を決定す

る。 
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11 契約に関する事項 

 （１）売買契約の締結 

落札者は、落札決定の日から７日以内（土日祝日を除く。）に魚津市が定めた契

約書により契約を締結しなければならない。なお、期限までに契約を締結されない

場合には、落札は無効とする。 

 （２）契約保証金 

    免除とする。 

 （３）契約の解除 

契約に定める義務に違反したとき、魚津市が定める一般競争入札に参加するため

に必要な資格又は契約締結に必要な資格がないことが判明した時は、契約を解除す

る。 

（４）売払代金の納入 

契約を締結した者は、契約締結後 30日以内に魚津市が交付する納入通知書若しく

は魚津市の指定する口座への銀行振込により当該契約に係る売払代金を納入しなけ

ればならない。 

 （５）名義変更の手続き 

名義変更手続きに必要な書類は、売払代金納入後に買受人に交付するので、買受

人自ら手続きを行うこと。 

（６）売払物件の引渡し 

売払物件は落札者が売払代金の支払いが完了し、魚津市から落札者に所有権が移

転した時に、現状のまま引渡しがあったものとする。引渡し後の不具合、故障につ

いては一切関与しない。 

引渡し場所は魚津消防署（魚津市本江 3197-1）とする。 

 

12 その他 

   （１）魚津市は契約不適合責任を負わない。 

   （２）引渡しに関する費用や登録費用はすべて落札者の負担とする。 

   （３）落札者はサイレン装置等の取外し及び車両の文字の削除を行うこと。その取

外しと削除の証明として、車両の前方、左右、後方及び赤色灯、サイレン、ス

ピーカー、表示灯、徽章の取外し部分の写真を、引渡し後２０日以内に本市担

当者に提出すること。また、公的な消防自動車として使用しないこと。 

   （４）この要項に定めのない事項に疑義が生じた場合は、別途協議を行うものとす

る。 

   （５）入札及び契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地 

      魚津市役所総務部財政課管財・契約検査係 

        富山県魚津市釈迦堂一丁目１０番１号 

        電話番号 ０７６５－２３－１０８８ 
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救助工作車仕様書 

仕様内訳 

名称 救助工作車 

初度登録年月 平成 17年９月 

走行距離 24,739㎞ 

HOUR METER 40,337hours 

メーカー 日野 

車台番号 GX7JGF-10146 

型式 PB-GX7JGFA改 

原動機の型式 J07E 

乗車定員 ６人 

燃料の種類 軽油 

総排気量 6,400㏄ 

車体寸法 長さ:778㎝ 幅:230㎝ 高さ:334㎝ 

車両重量 10,300㎏ 

車両総重量 10,630㎏ 

駆動方式 4WD 

車検満了日 R5.9.25 

タイヤ 【スタッドレスタイヤ】 

245/70R19.5 136/134J 

ブリジストン W900 

【ラジアルタイヤ】 

245/70R19.5 136/134L 

ミシュラン XZN+ 

ミッション MT 

ハンドル 右ハンドル 

燃料の残量 メータ表記 約１/２ 

NOx・PM法 適合 

リサイクル料金 別途支払うこと 
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物件の写真 
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入 札 参 加 申 込 書（兼受付書） 
 

令和５年  月  日 

 

魚津市長 あて 

 

       〈申込人〉 

住  所＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿                

 

氏  名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印 
(法人名及代表者名) 

 

電話番号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

         〈代理人〉 

住  所＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

氏  名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印 
(法人名及代表者名) 

 

電話番号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 下記の一般競争入札に参加したいので、関係書類を添えて申し込みします。 

 

記 

１．入札参加物件   物件名  救助工作車 

２．添付書類 

・誓約書 

・公的機関が発行する証明書の写し 

（住民票、運転免許証、保険証、パスポート等） 

   （法人の場合は商業登記簿謄本の写し） 

・住所のある自治体の納税証明書又はその写し 

 

〈注意事項〉 

１．代理人が入札に参加されるときは、申込人(委任者)の住所(所在地)、氏名、電話番

号を〈申込人〉欄に記入し、代理人の住所(所在地)、氏名、電話を〈代理人〉欄に記

入のうえ、押印してください。 

２．共有名義で申し込まれる場合、申込者の欄には、共有者を代表して入札手続きを行

う方の所定事項を記入してください。他の共有者は委任状に必要事項を記入のうえ提

出してください。 

３．法人名義で申し込まれる場合は、法人の印鑑は法人の代表者印を使用してください。 
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誓 約 書 
 

令和５年  月  日 

 

 魚津市長 あて 

 

 

住  所＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

氏  名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印 
(法人名及代表者名) 

                  （印鑑登録印（実印）を使用してください） 

 

 

 

私は、魚津市が実施する一般競争入札に参加するにあたり、以下の事項に相違ない旨、

確約の上、救助工作車売却に係る一般競争入札実施要項及び貴市における入札、契約な

どに係る諸規程を厳守し、公正な入札をいたします。 

万一、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴庁の指示に従い、当

該執行機関に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴庁

に対し一切異議、苦情などは申し立てないことを誓約いたします。 

 

 

１ 私は、次に掲げる入札に参加することのできない者のいずれにも該当しません。 

（１）当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者（未成年者、成年被後見人、被

保佐人、被補助人）及び破産者で復権を得ていない者 

（２）地方自治法施行令第 167条の 4第 2項各号のいずれかに該当する者で、その事実

があった後 2年を経過しない者 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条

第２号から第４号まで及び第６号の規定に該当する者若しくはその関係者 

（４）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11年法律第 147号）

第 5条による観察処分を受ける団体及びその構成員若しくはその関係者 

（５）入札参加者の住所地又は法人の所在地において市町村税目に滞納のある者 

 

２ 私は、入札参加資格確認のため、本誓約書、入札参加申込書等が関係機関に照会さ

れる場合があることに同意します。 

 

３ 私は、当該市有地を購入したときは、これを上記（２）、（３）及び（４）に該当

する者に譲渡又は貸与することはありません。 
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入 札 書 
 

令和５年  月  日 

 

魚津市長 あて 

 

 

住  所＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

氏  名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印 
(法人名及代表者名) 

 

〈入札者が代理人である場合〉 

 

住  所＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

氏  名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印 

※代理人の場合は、委任状の代理人使用印を使用してください。 

 

１．入札物件   物件名  救助工作車 

 

２．入札金額 

上記物件について、以下の金額をもって入札します。 

          

円 

 

※消費税及び地方消費税相当額を含めた額を記入すること。 

 右詰めで算用数字で表示し、頭部に「￥」又は「金」を記入すること。 
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委 任 状 
 

令和５年  月  日 

 

魚津市長 あて 

 

 

〈申込人〉 

 

住  所＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

氏  名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印 
(法人名及代表者名) 

 
※個人名義・法人名義いずれも、印鑑登録のある印（法人名義の場合は代

表社印）を使用してください。 

※委任者が法人代表者であって社内代理人を入札に参加させる場合も、委

任状が必要です。 

 

 

私は、次の者をもって代理人と定め、下記物件の一般競争入札に関する一切の権限を委

任します。 

 

 

代理人住所＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

代理人氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

 

代理人使用印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

 

物件名  救助工作車 
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物 品 売 払 契 約 書（案） 
 

 

売払者 甲 魚津市釈迦堂一丁目１０番１号 

                             魚津市長 村 椿  晃 

 

買取者 乙  

 

 

 

物品売払について、甲乙間に次の条項により契約を締結する。 

 

（契約内容） 

第１条 契約する物品名、仕様、数量、契約金額、引取期日、引取場所および契約保証金

は次のとおりとする。 

 

 １．物 品 名   救助工作車（日野 PB-GX7JGFA改） 

 

 ２．仕 様   型 式  ＰＢ－ＧＸ７ＪＧＦＡ改 

            車 台 番 号  ＧＸ７ＪＧＦ－１０１４６ 

            車 輌 番 号  富山８００は７５５ 

            登録年月日  平成１７年９月２６日 

 

 ３．数 量   １台 

 

４．契約金額   ￥       － 

  

５ 引取期限   令和５年３月２０日（月） 

 

 ６．引取場所   魚津消防署 

 

 ７．契約保証金    免除 

 

 

（引取りの条件） 

第２条 売払物件は乙が売払代金の支払いが完了し、甲から乙に所有権が移転した時に、 

現状のまま引渡しがあったものとする。乙は、売払代金の納付後でなければ当該物品を 

引き取ることはできない。 

 

（売払代金の納付期限） 

第３条 乙は、契約締結後 30 日以内に、甲が交付する納入通知書若しくは甲の指定する口

座への銀行振込により当該契約に係る売払代金を納入しなければならない。 
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（契約の解除） 

第４条 契約に定める義務に違反したとき、甲が定める一般競争入札に参加するために必

要な資格又は契約締結に必要な資格がないことが判明した時は、契約を解除する。また

前条により定められた期限内に売払代金の納付がないときは、本契約を解除する。 

 

（名義変更の手続き） 

第５条 名義変更手続きに必要な書類は、売払代金納入後に乙に交付するので、乙自ら手

続きを行うこと。 

 

（引取り遅延の承認） 

第６条 乙は、売払物品の引き取りについて、天災その他正当の理由により引き取りの遅 

延のおそれがあるときは、直ちにその理由を届けて延期の承認を求めるものとする。 

 

（協議） 

第７条 前各項に記載のない事項は、魚津市契約規則によるもののほか、必要に応じて甲

乙協議の上定めるものとする。 

 

 本契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙各々記名押印のうえその１通を保有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和５年●月●日 

 

 

 

 

（甲）魚津市釈迦堂一丁目１０番１号 

 

魚津市長 村 椿  晃  印 

 

（乙） 

 

              印 
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入札封筒について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地(住所)： ●●  

申込人氏名： ●●・             

※個人名義・法人名義いずれも、印鑑登録のある印（法人

名義の場合は代表者印）を使用してください。 

 

○印  ○印  ○印  

入札書在中 

件名 救助工作車 


